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(57)【要約】
　本発明は、情報コンテンツを提示するためのシステム
及び処理に関し、システム、処理、および装置は、メデ
ィアの提示に関連した情報の提示を管理する。ユーザに
提示されるべきメディアは識別され（３１０）、この識
別されたメディアに関するコンセプトが判定される（３
１５）。１又は２以上のコンセプトに対応する非広告情
報コンテンツが識別される（３２０）。少なくとも一つ
の非広告情報コンテンツは、メディアの提示に関連して
ユーザに提示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアに関する情報を提示するためのコンピュータ実施の方法であって、
　ユーザに対する提示のためのメディアの識別を受信するステップと、
　前記識別されたメディアに関する１又は２以上のコンセプトを識別するステップと、
　前記コンセプトの１又は２以上に対応する非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイ
テムを識別するステップと、
　前記識別されたメディアを前記ユーザに提示するステップと、
　前記識別されたメディアの提示に関連して前記ユーザに前記非広告情報コンテンツのア
イテムの少なくとも一つを提示するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記コンセプトの１又は２以上は、対応する識別子を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記コンセプトの１又は２以上を識別するステップは、前記識別されたメディアを分析
して、前記コンセプトの１又は２以上の判定において使用される情報を自動的に抽出する
ステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記識別されたメディアを分析するステップは、前記識別されたメディアに関連したメ
タデータを分析するステップと、前記識別されたメディアに関連したＲＳＳフィードを分
析するステップと、前記識別されたメディアの音声－テキスト分析を実施するステップと
、前記識別されたメディアにおける画像の分析を実施するステップと、前記識別されたメ
ディアにおけるテキストの分析を実施するステップと、前記識別されたメディアにおける
音の分析を実施するステップとのうちの少なくとも一つを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記識別されたメディアのメディアプロバイダから、前記識別されたメディアに関する
コンセプトのうちの１又は２以上の識別を受信するステップを更に含む請求項１記載の方
法。
【請求項６】
　前記非広告情報コンテンツのアイテムの１又は２以上は、ニュース、画像、または前記
識別されたメディアのメディアプロバイダからの第２のメディアのうちの少なくとも一つ
を含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイテムを識別するステップは、特定のデ
ータベースからの前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの１又は２以上を識別する
ステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステップは、
ウェブブラウザユーザインターフェイスのウィンドウに前記非広告情報コンテンツのアイ
テムのうちの少なくとも一つを提示するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステップは、
前記ユーザに対する前記識別されたメディアの提示期間中の１又は２以上の特定のポイン
トで前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示する請求項１記
載の方法。
【請求項１０】
　メディアプロバイダによって特定される、前記識別されたメディアの提示期間中のポイ
ントで、前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステッ
プを更に含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
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　前記ウィンドにおける１又は２以上のボタンを用いて、前記ウィンドウにおけるアイテ
ムのうちの少なくとも一つの提示を制御するステップを更に含む請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記ボタンの１又は２以上を用いて前記提示を制御するステップは、前記提示の、再生
、巻き戻し、早送り、休止、クローズ、最小化のうちの少なくとも一つを含む請求項１１
記載の方法。
【請求項１３】
　ユーザ非活動の特定期間後に前記ウィンドウを最小化するステップを更に含む請求項８
記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザから前記非広告情報コンテンツの前記提示されるアイテムのうちの少なくと
も一つの選択を受信するステップと、前記選択された非広告情報コンテンツに関連した第
２のウィンドウを提示するステップとを更に含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　特定の時間期間が経過した後に、前記少なくとも一つのアイテムの提示を休止するステ
ップを更に含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　提示されるメディアに関する情報を提示するための命令を格納したマシン読み取り可能
な記憶媒体を含むアーティクルであって、前記命令は、データ処理装置に、
　ユーザに対する提示のためのメディアの識別を受信するステップと、
　前記識別されたメディアに関する１又は２以上のコンセプトを識別するステップと、
　前記コンセプトの１又は２以上に対応する非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイ
テムを識別するステップと、
　前記識別されたメディアと共に提示されるべき情報コンテンツのセットであって、前記
非広告情報コンテンツの前記識別されたアイテムの少なくとも一部を含む情報コンテンツ
のセットを生成するステップと
　を含む操作を実行させるアーティクル。
【請求項１７】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、前記コンセプトのうちの少なくとも一つに
対応する広告を識別するステップを含む操作を実行させ、前記セットは、前記識別された
広告の少なくとも一部を含む請求項１６記載のアーティクル。
【請求項１８】
　前記セットは循環セットを含み、前記循環セットの各アイテムは、特定の時間期間に提
示される請求項１７記載のアーティクル。
【請求項１９】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、前記識別されたメディアのメディアプロバ
イダから前記循環セットのためのパラメータを受信するステップを含む操作を実行させる
請求項１８記載のアーティクル。
【請求項２０】
　前記循環セットを提示するためのパラメータは、
　非広告情報コンテンツと共に提示するための第１のインデシアと、広告と共に提示する
ための第２のインデシアを含む請求項１９記載のアーティクル。
【請求項２１】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、
　前記セットが前記ユーザに提示されるときに、前記セットのアイテムのうちの少なくと
も一つとのユーザのインタラクションを判定するステップと、
　前記インタラクションに基づいて前記セットの少なくとも一つのパラメータを修正する
ステップと
を含む操作を実行させる請求項１８記載のアーティクル。
【請求項２２】
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　非広告情報コンテンツを格納するメモリと、
　ユーザへの提示のためのメディアの識別を受信し、識別されたメディアに関するコンセ
プトを識別し、前記コンセプトのうちの１又は２以上に対応する前記非広告情報コンテン
ツの１又は２以上のアイテムを識別するように構成された分析モジュールと、
　前記メディアをユーザに提示すると共に、前記識別されたメディアの提示に関連して前
記ユーザに前記非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示する提示
モジュールと
　を備えたシステム。
【請求項２３】
　前記分析モジュールは、前記コンセプトの１又は２以上に対応する広告を識別するよう
に構成され、前記メモリは、更に、前記広告を格納する請求項２２記載のシステム。
【請求項２４】
　前記分析モジュールは、識別された非広告情報コンテンツの少なくとも一部を含むアイ
テムの循環セットを生成するように構成された請求項２２記載のシステム。
【請求項２５】
　前記分析モジュールは、前記非広告情報コンテンツの前記提示されたアイテムのうちの
少なくとも一つのユーザインタラクションをモニタするように構成された請求項２２記載
のシステム。
【請求項２６】
　ユーザに対する提示のためのメディアの識別を受信する手段と、
　前記識別されたメディアに関する１又は２以上のコンセプトを識別する手段と、
　前記コンセプトの１又は２以上に対応する非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイ
テムを識別する手段と、
　前記識別されたメディアに関連する提示のために前記アイテムの１又は２以上のセット
を生成する手段と
　を備えたシステム。
【請求項２７】
　前記識別されたメディアの提示に関連して前記ユーザに前記セットの少なくとも一部を
提示する手段を更に備えた請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ユーザに提示される前記セットの少なくとも一部とのユーザインタラクションをモ
ニタする手段を更に備えた請求項２７記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００７年６月８日付けのＵＳ特許第１１／７６０７０９号に対する優先権の
利益を主張するものであり、その内容全体は、参照することにより本願に組み込まれる。
　本発明は、情報の提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンラインビデオのライブラリや他のタイプのメディアは、ユーチューブ(You Tube)、
グーグルビデオ(Google Video)、ラジオステーション、ソーシャルネットワーキングサイ
ト、及び／又はテレビジョンネットワークのような、種々のメディアプロバイダから利用
可能となっている。ユーザは、インターネット上の種々のメディアプロバイダをアクセス
して、そのメディアプロバイダのウェブサイト上に広告を配置する。ユーザには、上記選
択されたメディアが提示されるウェブページ上で広告が提供され、及び／又は、選択され
たメディアを閲覧中の場合にはポップアップウィンドウに広告が提示される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
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　システム、処理、および装置は、メディアに関連する非広告情報コンテンツのような情
報の提示を管理する。ユーザは、メディアプロバイダのウェブサイト上にあるメディアプ
レイヤをアクセスし、そして、そのメディアプレイや上に提示されるべきメディアを選択
する。この選択されたメディアの提示に関連して、非広告情報コンテンツは、ユーザに提
示されてもよい。
【０００４】
　一つの概略的態様において、ユーザへの提示のためのメディアの識別が受信され、そし
てその識別されたメディアに関連するコンセプトが識別される。１又は２以上のコンセプ
トに対応する非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイテムは、また、上記識別された
メディアの提示に関連してユーザに提示される。この識別されたメディアはユーザに提示
され、そして、非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つは、また、上記
識別されたメディアの提示に関連してユーザに提示される。種々の実施が、次の特徴のう
ちの１又は２以上を含む。コンセプトは、対応する識別子を含んでもよい。メディアアイ
テムのコンセプトのうちの１又は２以上の識別は、コンセプトの１又は２以上の判定にお
いて使用される情報を自動的に抽出するためにメディアを分析することを含んでもよい。
上記識別されたメディアの分析は、上記識別されたメディアに関連したＲＳＳフィードの
分析、上記識別されたメディアの音声－テキスト(speech-to-text)分析の実施、上記識別
されたメディアにおける画像の分析の実施、上記識別されたメディアにおけるテキストの
分析の実施、及び／又は、上記識別された音(sound)の分析の実施のうちの少なくとも一
つを含んでもよい。上記識別されたメディアに関連したコンセプトのうちの１又は２以上
の識別は、上記識別されたメディアのメディアプロバイダから受信されてもよい。非広告
情報コンテンツのアイテムは、ニュース、開票(poll)、画像、及び／又は、上記識別され
たメディアのメディアプロバイダからの他のメディアを含んでもよい。非広告情報コンテ
ンツの１又は２以上のアイテムの識別は、特定のデータベースからの非広告情報コンテン
ツのアイテムのうちの１又は２以上を識別することを含んでもよい。非広告情報コンテン
ツのアイテムのうちの少なくとも一つの提示は、ウェブブラウザユーザインターフェイス
のウィンドウに、及び／又は、上記識別されたメディアをユーザに提示している期間中の
１又は２以上の特定のポイントで、非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくとも
一つを提示することを含んでもよい。非広告情報コンテンツのアイテムのうちの少なくと
も一つは、メディアプロバイダによって特定される、上記識別されたメディアの提示の期
間中のポイント（複数）で提示されてもよい。非広告情報コンテンツが提示されるウィン
ドウは、ボタンを備えてもよい。このウィンドウにおけるアイテムの提示は、例えば、提
示の、再生、スキップ、巻き戻し、早送り、休止、クローズ、及び／又は最小化を可能と
するボタンを用いて制御されてもよい。ウィンドウは、ユーザの非活動の特定期間後に最
小化してもよい。非広告情報コンテンツの提示されたアイテムのうちの少なくとも一つの
選択は、ユーザから受信され、そして、上記選択された非広告情報コンテンツに関連した
第２のウィンドウがユーザに提示されてもよい。そのアイテムの提示は、特定の時間期間
が経過した後になされてもよい。
【０００５】
　他の概略的な態様において、ユーザへの提示のためのメディアの識別が受信され、そし
て、上記識別されたメディアに関連したコンセプトが判定される。上記コンセプトの１又
は２以上に対応した非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイテムは識別され、そして
、上記識別されたメディアと共に提示されるべき情報コンテンツのセットが生成される。
情報コンテンツのセットは、非広告情報コンテンツの上記識別されたアイテムの少なくと
も一部を含む。
【０００６】
　種々の実施は、次の特徴の１又は２以上を含んでもよい。コンセプトの少なくとも一つ
に対応する広告は識別され、上記識別された広告の少なくとも一部を含んでもよい。上記
セットは、循環セット(rotational set)であってもよく、上記循環セットの各アイテムは
、特定の期間期間の間に提示されてもよい。循環セットのパラメータは、上記識別された
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メディアのメディアプロバイダから受信されてもよい。上記循環セットを提示するための
パラメータは、非広告情報コンテンツとともに提示するための第１のインデシア(indicia
)と、広告と共に提示するための第２のインデシアを含んでもよい。上記セットのアイテ
ムのうちの少なくとも一つとのユーザのインタラクションは、上記セットが上記ユーザに
提示されたときに判定されてもよく、上記セットの少なくとも一つのパラメータは、上記
判定されたインタラクションに基づいて修正されてもよい。
【０００７】
　他の概略的態様において、メモリが、非広告情報コンテンツ及び／又は広告を格納する
。分析モジュールは、ユーザへの提示のためのメディアの識別子を受信し、上記識別され
たメディアに関連したコンセプトを判定し、上記コンセプトの１又は２以上に対応した広
告及び／又は非広告情報コンテンツのアイテムを識別し、上記識別された非広告情報コン
テンツの少なくとも一部を含むアイテムの循環セットを生成し、及び／又は、非広告情報
コンテンツの上記識別されたアイテムの少なくとも一つのユーザインタラクションをモニ
タする。提示モジュールは、上記メディアをユーザに提示し、及び／又は、上記識別され
たメディアの提示に関連するユーザに対して非広告情報コンテンツの上記アイテムのうち
の少なくとも一つを提示する。
【０００８】
　１又は２以上の実施の詳細は、添付の図面と以下の記載を参照して説明される。他の特
徴は、記載および図面から、並びに請求項から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】非広告情報コンテンツの提示を管理するためのシステム例を示す図である。
【図２】非広告情報コンテンツの提示を制御するためのシステム例を示す図である。
【図３Ａ】非広告情報コンテンツを提示するための処理例を示す図である。
【図３Ｂ】非広告情報コンテンツを提示するための処理例を示す図である。
【図４】循環セットおよびメディアのアイテムの提示例を示す図である。
【図５】循環セットおよびメディアのアイテムの他の提示例を示す図である。
【図６】循環セットおよびメディアのアイテムの第３の提示例を示す図である。
【図７】循環セットおよびメディアのアイテムの第４の提示例を示す図である。　種々の
図面における同様の参照記号は同様の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　種々の実施において、メディアと関連する、非広告情報コンテンツ(non-advertising i
nformational content)のような、情報の提示が促進される。非広告情報コンテンツは、
例えば、ニュース（例えば、ロイターＲＳＳフィードから、タブロイドから、グーグルニ
ュースからなど）または他の事実情報（例えば、オンラインエンサイクロペディア、オン
ラインバイオグラフィクスなど）、ポーリング(poll)または概観(survey)、画像、ビデオ
の静止画部分、または、メディアプロバイダから利用可能な他のメディアを指す。非広告
情報コンテンツのアイテムは、テキスト、静止画グラフィクスまたは画像、動画グラフィ
クスまたは画像（例えば、ビデオ、アニメーション）、およびオーディオの任意の組合せ
を含むことができる。例えば、非広告情報コンテンツのアイテムは、インタラクティブ（
双方向性）なメディア（例えば、ポーリング(polling)）であってもよい。広告(advertis
ement)（または「広告(advertising)」または「アド(ad)」）は、製品またはサービスを
促進するため、または、そのほかには、公共サービス通知、政治広告、または求人広告の
ような、或る主題の公共通知を提供するために設計された任意のコンテンツであり得る。
広告は、テキスト、静止グラフィクスまたは画像、動画グラフィクスまたは画像（例えば
、ビデオ、アニメーション）、およびオーディオの任意の組合せを含んでもよい。広告は
、広告主、スポンサー団体(sponsor entity)によって提供されてもよく、それは、メディ
アプロバイダに広告の配置を補償する。
【００１１】



(7) JP 2010-529566 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

　メディアは、例えば、音、静止画像または動画像（例えばビデオ）、静止または動画グ
ラフィクス、テキスト、またはその組合せ（例えば、オーディオ－ビデオ）を指す。メデ
ィアプロバイダ（例えば、ユーチューブ(You Tube)、グーグルビデオ(Google Video)、テ
レビジョンステーション、及び／又は、テレビジョン、及び／又は、ラジオネットワーク
）は、メディアプロバイダによって供給されるメディアの提示に関連して提示されるべき
、コンテンツプロバイダ（例えば、非広告情報コンテンツを提供し管理することが可能な
企業）からの非広告情報コンテンツをリクエストしてもよい。コンテンツプロバイダは、
非広告情報コンテンツ及び／又は広告のセットを生成してもよく、メディアプロバイダ及
び／又はコンテンツプロバイダはこのセットのパラメータを提供してもよい。
【００１２】
　ユーザは、例えば、メディアプロバイダのウェブサイト上の、またはメディアプロバイ
ダに接続されたユーザのコンピュータ上のメディアプレイヤ（例えば、ウィンドウズ（登
録商標）メディアプレイヤ）をアクセスし、メディアプレイヤ上に提示されるべきメディ
アを選択してもよい。或いは、ユーザは、メディアプロバイダのウェブサイトをアクセス
して、メディアのアイテムのためのリンクを選択してもよい。このリンクの選択は、この
選択されるメディアのアイテムが提示される（例えば、ウェブサイトにおける、または別
のブラウザウィンドウにおける）メディアプレイヤをオープンしてもよい。上記選択され
たメディアの提示に関連して、非広告情報コンテンツ及び／又は広告のセットがユーザに
提示されてもよい。提示されたセットとのユーザのインタラクションはモニタされ、この
モニタされたユーザのインタラクションに基づいて上記セットが修正されてもよい。
【００１３】
　図１は、情報の提示のためのシステム１００の一例を示す。システム１００は、ユーザ
コンピュータ１１０、メディアプロバイダ１３０、コンテンツプロバイダシステム１５０
、リモートシステム１７０、及び／又は、ネットワーク１２０を通じて通信可能に接続さ
れたウェブホスティングシステム１８０を備える。
【００１４】
　ユーザ１１０は、メモリシステム１１１（例えばハードディスク）を備えたコンピュー
タシステム（例えば、デスクトップ、スマートフォン、ＰＤＡ(Personal Digital Assist
ant)、メディアプレイヤ、または、他の適切な電子装置）であってもよい。オペレーティ
ングシステム１１３のような命令１１２およびアプリケーション１１４及び／又は他のデ
ータ１１５はメモリ１１１に格納される。ユーザシステム１１０は、命令１１２を実行し
、データ１１５をセーブし、及び／又はデータを読み取るためのプロセッサ１１６を備え
る。ユーザシステムは、また、通信インターフェイス１１８を備える。通信インターフェ
イス１１８は、ネットワーク１２０を通じて、ユーザコンピュータ１１０と、メディアプ
ロバイダ１３０及び／又はリモートシステム１７０のような他のコンピュータシステムと
の間のデータ伝送を促進する。例えば、通信インターフェイス１８０は、ウェブホスティ
ングシステム１８０上のウェブサイトに対するアクセスを促進してもよい。
【００１５】
　メディアプロバイダシステム１３０は、メモリ１３２を備えたサーバまたは他のコンピ
ュータシステムであってもよい。１または２以上の分析モジュール１３９、提示モジュー
ル１４０、及び／又はウェブサイト１４１のような、オペレーティングシステム１３６お
よびアプリケーション１３８を含む命令１３４は、メモリ１３２に格納されてもよい。分
析モジュール１３９は、ユーザに提示するためのメディアを識別するように実行可能であ
ってもよい。例えば、分析モジュール１３９は、例えば、ユーザによって選択されたメデ
ィアファイルのインジケーション(indication)を受信し、このインジケーションに基づい
てメディアを識別してもよい。分析モジュール１３９は、また、識別されたメディアに関
するコンセプト（例えば、主題識別子、記述子、キーワードなど）を判定するように実行
可能であってもよい。例えば、分析モジュール１３９は、ユーザからメディアの選択の識
別を受信すると、このメディアに関連したコンセプトを自動的に識別するためにメディア
を分析してもよい。分析モジュール１３９は、音声、画像、及び／又はテキスト分析ツー
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ルのような分析ツールを使用してメディアを分析することによりコンセプトを識別し、そ
して、この分析ツールの結果に基づいてコンセプトを判定するように実行可能であっても
よい。分析モジュールは、また、非広告情報コンテンツ及び／又は広告の提示についての
ユーザインタラクションをモニタし、及び／又は分析するように実行可能であってもよい
。例えば、分析モジュールは、ユーザコンピュータからのユーザインタラクションのイン
ジケーションを受信し（例えば、ユーザコンピュータ上のクッキーが、ユーザインタラク
ションを記録し伝送する）、このユーザのインタラクションを分析してもよい。ユーザイ
ンタラクションは、例えば、ユーザに提示されるセットにおけるアイテムのより良いター
ゲットをユーザとし、及び／又は、その意図する視聴者にコンテンツが到達しているかど
うかを判定するために、分析モジュールにより分析されてもよい。或る実施形態では、上
記分析モジュールは、追加的に又は代替的に、１又は２以上のコンセプトに対応する非広
告情報コンテンツのアイテム（単数または複数）を識別し、この１または２以上のコンセ
プトに対応する広告を識別するように、及び／又は、非広告情報コンテンツ及び／又は広
告を含むアイテムの循環セットを生成し及び／又は修正するように、実行可能であっても
よい。
【００１６】
　提示モジュール１４０は、ユーザによって選択されたメディアを提示するように実行可
能であってもよい。例えば、提示モジュール１４０は、ユーザによって選択されたメディ
アを読み取って、このメディアをユーザのコンピュータ上で提示するために生成して送信
してもよい。或る実施形態では、提示モジュール１４０は、また、あるいは代替的に、ユ
ーザに非広告情報コンテンツのアイテム及び／又は広告を提示するように実行可能であっ
てもよい（例えば、識別されたメディアの提示に関連して）。メディアプロバイダシステ
ム１３０は、また、メディア（例えば、ビデオ、ポッドキャスト、音楽、ストリーム、オ
ーディオなど）のようなデータ１４２、及び／又は、メモリ１３２上のメディアと共に提
示されるべき情報のセットのためのパラメータを格納してもよい。
【００１７】
　メディアプロバイダシステム１３０は、命令１３４を実行し、データを読み取り、及び
／又はセーブするためのプロセッサ１４４を備える。メディアプロバイダシステム１３０
は、また、通信インターフェイス１４６を備える。通信インターフェイス１４６は、ネッ
トワーク１３０を通じて、メディアプロバイダシステム１３０と、コンテンツプロバイダ
システム１５０及び／又はウェブホスティングシステム１８０のような他のコンピュータ
システムとの間のデータ伝送を促進する。例えば、通信インターフェイス１４６は、コン
テンツプロバイダシステム１５０上の非広告情報コンテンツ及び／又は広告のような情報
へのアクセスを促進してもよい。
【００１８】
　コンテンツプロバイダシステム１５０は、メモリ１５２を備えた、サーバまたは他のコ
ンピュータシステムであってもよい。１または２以上の分析モジュール１５９、提示モジ
ュール１６０、及び／又はウェブサイト１６１のような、アプリケーション１５８及び／
又はオペレーティングシステムを含む命令１５４は、メモリ１５２に格納されてもよい。
分析モジュール１５９は、メディアプロバイダシステム１３０の分析モジュール１３９に
代えて、または一緒に使用されてもよい。分析モジュール１５９は、システムの機能、シ
ステムのコンポーネント及び／又はシステムの構成、提示されるべきメディア、利用され
る非広告情報コンテンツのソースなどに応じて、分析モジュール１３９と同様の機能また
は異なる機能を実施してもよい。
【００１９】
　分析モジュール１５９は、コンセプトの１または２以上に対応した非広告情報コンテン
ツのアイテムを識別し、コンテンツの１または２以上に対応する広告を識別し、及び／又
は、非広告情報コンテンツおよびオプションの広告を含むアイテムの循環セットを生成し
及び／又は修正するように実行可能であってもよい。分析モジュール１５９は、また、ユ
ーザに対する提示のためにメディアを識別すように実行可能であってもよい。例えば、分
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析モジュール１５９は、メディアプロバイダシステム１３０及び／又はウェブホスティン
グシステム１８０からユーザに提示されるべきメディアのインジケーションを受信し、そ
して、ユーザに対する提示のためのメディアを識別してもよい。分析モジュール１５９は
、また、識別されたメディアに関するコンセプトを判定するように実行可能であってもよ
い。例えば、分析モジュールがメディアプロバイダシステム１３０からのメディアのアイ
テムの識別を受信した場合、分析モジュールは、メディアを分析して、メディアに関連し
たコンセプトを自動的に識別してもよい。分析モジュールは、メディアを分析してメディ
アに関連したコンセプトを識別するための分析ツール（例えば、音声－テキスト分析ツー
ル）を利用してもよい。分析モジュールは、また、非広告情報コンテンツ及び／又は広告
の提示に対するユーザインタラクションをモニタし及び／又は分析するように実行可能で
あってもよい。例えば、ユーザインタラクションは、（例えば、ユーザシステム１１０、
ウェブホスティングシステム１８０、及び／又はメディアプロバイダシステム１３０から
）コンセプトプロバイダシステムへ伝送されてもよく、そして分析モジュールを用いてモ
ニタされてもよい。
【００２０】
　提示モジュール１６０は、非広告情報コンテンツのアイテム及び／又は広告をユーザに
提示するように実行可能であってもよい（例えば、識別されたメディアの提示に関連して
）。提示モジュール１６０は、また、あるいは代替的に、メディアを提示するように実行
可能であってもよい。例えば、コンセプトプロバイダは、メディアプロバイダからメディ
ア（またはメディアを読み取るためのパス）を受信して、このメディアと提示されるべき
アイテム（非広告情報コンテンツ及び／又は広告）を組み合わせても良い。組み合わされ
たメディアとアイテムは、コンセプトプロバイダシステム１５０の提示モジュール１６０
によって提示されてもよい。非広告情報コンテンツ（例えばニュース、概覧(survey)、な
ど）及び／又は広告のようなデータ１６２は、メモリ１５２または他の場所に格納されて
もよい。クライアント－サーバアーキテクチャが説明されたが、他のアーキテクチャが可
能である（例えば、ピアツゥピア(peer to peer)、スタンドアローンなど）。
【００２１】
　コンテンツプロバイダシステム１５０は、命令１５４を実行し、データ１６２をセーブ
し、及び／又はデータを読み取るためのプロセッサ１６４を備える。コンテンツプロバイ
ダシステム１５０は、また、通信インターフェイス１６６を備える。通信インターフェイ
ス１６６は、ネットワーク１３０を通じて、コンテンツプロバイダシステム１５０と、メ
ディアプロバイダシステム１３０、リモートシステム１７０、及び／又はウェブホスティ
ングシステム１８０のような他のコンピュータシステムとの間のデータ伝送を促進し、及
び／又は終端のビューワーシステム(viewer system)に直接的にデータ伝送してもよい。
例えば、通信インターフェイス１６６は、メディアプロバイダの通信インターフェイス１
４６からメディアアイテムの識別を受信してもよい。他の例としては、通信インターフェ
イス１６６は、メディアプロバイダシステム１３０及び／又はウェブホスティングシステ
ム１８０に非広告情報コンテンツ及び／又は広告のセットの伝送を促進してもよい。
【００２２】
　図１に示されるように、ウェブホスティングシステム１８０は、メディアを提示するた
めのウェブサイトのようなホストウェブサイトであってもよい。例えば、メディアプロバ
イダ１３０及び／又はコンセプトプロバイダ１５０は、ウェブホスティングシステム１８
０を用いてユーザにウェブサイトを提示してもよい。
【００２３】
　リモートシステム１７０は、システム１００に接続された、他のサーバまたは記憶部(r
epositories)であってもよい。例えば、広告及び／又は非広告情報コンテンツは、システ
ム１７０の記憶部（例えばＳＱＬデータベース）に格納されてもよい。事例は、グーグル
ーピングイメージ、フローグル(Froogle)、グーグルニュース、グーグルグログ、グーグ
ルブック、グーグルファイナンス、グーグルドキュメント、グーグルマップ、グーグルラ
ボ(Google Labs)、グーグルグループ、グーグルペアレント、グーグルスカラー、及び／
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又はグーグルフォトのような、アプリケーションと関連したもののような記憶部を備える
。
【００２４】
　ユーザコンピュータ１１０を用いて、ユーザは、ウェブサイト１８５，１４１をアクセ
スしてメディア（例えばストリーミングビデオ）を閲覧し、或いは提示される。ユーザコ
ンピュータ１１０は、ネットワーク１２０を通じてウェブサイトをアクセスしてもよい。
ウェブサイト１４１は、メディアプロバイダ１３０によって生成されてもよく、例えばウ
ェブサイト上に提示可能なメディアアイテムをリストアップしてもよい。或る実施形態で
は、メディアプロバイダシステム１３０は、ウェブホスティングシステム１８０のような
サードパーティを利用してウェブサイト１８５を生成してもよい。ユーザは、ユーザコン
ピュータ１１０上で、提示インターフェイス１１７を用いて提示されるべきメディアを選
択してもよい。メディアプロバイダシステム１３０は、上記選択されたメディアを識別し
、コンテンツプロバイダシステム１５０と接続して、上記選択されたメディアと共に提示
されるべき非広告情報コンテンツをリクエストし（或いは、コンテンツプロバイダシステ
ム１５０に提供させ）てもよい。非広告情報コンテンツと、オプションの広告は、コンテ
ンツプロバイダシステム１５０上、またはリモートシステム１７０の記憶部にデータ１６
２として格納されてもよい。
【００２５】
　コンテンツプロバイダシステム１５０は、メディアプロバイダ１３０によってメディア
と共に提示されるべき非広告情報コンテンツおよびオプションでの広告のセットを生成し
てもよい。コンテンツプロバイダシステム１５０は、選択されたメディアに基づいて上記
セットを生成し、このセットをメディアプロバイダシステム１３０及び／又はウェブホス
ティングシステム１８０に伝送してもよい。上記セットは、ユーザコンピュータ上に、選
択されたメディアと関連して提示されてもよい（例えば、メディアの提示期間中に、バナ
ーの前、バナーの期間中、バナーの後、及び／又はバナーとして）。コンテンツプロバイ
ダ１５０及び／又はメディアプロバイダ１３０は、セットのアイテムと共にユーザインタ
ラクション（例えば、マウスオーバー、クリック、或いは選択）を分析し、ユーザインタ
ラクションの分析に基づいて、セット（例えば、提示される次のアイテム、セットのコン
テンツ、など）を修正してもよい。
【００２６】
　図２は、図１に示されるシステム１００のような、システムによって実施されるメディ
アに関連する非広告情報コンテンツの提示を管理するための処理２００の例を示す。メデ
ィアプロバイダから使用可能なメディアと共に提示するための非広告情報コンテンツ及び
／又は広告のセットは、は、メディアプロバイダなどによってリクエストされる（操作２
０５）。例えば、メディアプロバイダシステムは、セットについてのリクエスト（例えば
、ＸＭＬメッセージ、電子メール、など）、またはアイテムの修正されたセットについて
のリクエストを送信してもよい。上記セットは、は、非広告情報コンテンツとオプション
での広告とを含むアイテムのコレクションであってもよい。
【００２７】
　上記セットのためのパラメータは、識別されてもよい（操作２１０）。或る実施形態で
は、パラメータに対するリクエストは、生成／伝送され、そして処理される。上記セット
についてのパラメータは、例えば、セットにおける各アイテムのための提示時間、セット
におけるアイテムの提示順、コンテンツ（例えば、広告または非広告情報コンテンツのよ
うなアイテムのタイプ、セットにおけるアイテムについてのファイルパス、アイテムが読
み出されるデータベース、など）、ユーザが有することが許されるコントロールのタイプ
（例えば、再生、早送り、巻き戻し、停止、最小化、クローズ、など）、セットが提示さ
れる時間量、新たなセットの取得及び／又はセットの提示の休止(ceasing)の前、及び／
又は適切なパラメータを含んでもよい。例えば、メディアプロバイダは、１０個の循環セ
ットがメディアに関連して提示されるべきであり、その１０個のアイテムのうちの３個が
広告であることを特定してもよい。メディアプロバイダは、追加的に、セットにおける非
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広告情報コンテンツおよび広告の順番を特定してもよい。
【００２８】
　メディアプロバイダ及び／又はコンテンツプロバイダはパラメータを特定してもよい。
或る実施形態では、メディアプロバイダがパラメータを特定しなければ、コンテンツプロ
バイダがパラメータを特定してもよい。或る実施形態では、コンテンツプロバイダは、提
供されるサービスの一部として、パラメータに対するコントロールのレベルを変化させる
ことを提供してもよい（例えば、メディアプロバイダは、コントロールの種々のレベルの
うちの一つを有することを選択してもよい）。
【００２９】
　メディアプロバイダから利用可能なメディアに関連したコンセプトの識別が、また提供
されてもよい（操作２１５）。或る実施形態では、コンセプトの識別は、メディアを記述
している、用語(term)、コード、画像であってもよい。例えば、メディアプロバイダは、
ロケットのプレイオフゲームのビデオクリップについて、バスケットボールおよびヒュー
ストンロケッツのようなコンセプトを特定してもよい。上記コンセプトは、特定のメディ
アまたはメディアのコレクションに関連して、メタデータとしてＲＤＤフィードのような
ウェブフィードで、及び／又は、提示期間中にユーザから隠れながらも検索エンジンによ
ってクローラブル(crawlable)に、ジャバスクリプトで提供されることができる。コンセ
プトは、テキストの、英数字の、画像の、または他の適切なインデシア(indicia)で識別
されてもよい。例えば、コンセプトは、ビデオ、ビデオまたはポッドキャストにおける会
話、及び／又は、ビデオにおけるテキストに対応するテキストの識別子によって識別され
てもよい。
【００３０】
　或る実施形態では、コンセプトは、提示されるべきメディアから判定される。例えば、
メディアが分析される（例えば、テキストの、音の、及び／又はビデオの分析）。メディ
アの分析から、１または２以上のコンセプトは、例えば、特定の周波数よりも高い用語(t
erm)を識別することにより、または、メディアにおいて重要な用語または画像を識別する
ために種々の統計的分析を適用することにより判定されてもよい。そして、コンセプトは
、メディアと関連づけられてもよい（例えば、メタデータとして、ＲＳＳまたは他のウェ
ブフィードで、メディアに関連したジャバスクリプトまたはＨＴＭＬで、など）。
【００３１】
　或る実施形態では、データベース（例えば、メモリ１３２，１５２、及び／又は、リモ
ートシステム１７０のメモリ）は、コンセプト（例えば、識別子）と、メディアプロバイ
ダから利用可能なメディアとの間の関連性を格納してもよい。メディアプロバイダ及び／
又はコンセプトプロバイダは、データベースに格納される上記関連性を生成してもよい。
一旦、ユーザに提示されるべきメディアが識別されれると、コンセプトは、データベース
のレコードから、識別されたメディアのために読み取られてもよい。例えば、コンテンツ
プロバイダは、提示されるべきメディアを識別し、そして、メディアプロバイダのデータ
ベースから、上記識別されたメディアに関連するコンセプトをリクエストしてもよい。そ
して、コンセプトプロバイダは、非広告情報コンテンツ及び／又は広告のセットを生成す
るために上記コンセプトを利用してもよい。メディアの提示に対するリクエストが受信さ
れると（操作２２０）、上記リクエストされたメディアに関連したセットがリクエストさ
れる（操作２２５）。例えば、メディアプロバイダ、すなわちウェブホスティングサーバ
が、メディアの提示に対するリクエストを受信すると、メディアプロバイダは、コンテン
ツプロバイダシステムから、上記リクエストされたメディアに関連した非広告情報コンテ
ンツ及び／又は広告のセットをリクエストしてもよい。
【００３２】
　リクエストされたメディアが提示されてもよく（操作２３０）、そして、上記リクエス
トされたメディアに関連するセットは、パラメータに従って提示されてもよい（操作２３
５）。例えば、上記セット、またはその一部は、プリロール(pre-roll)で（例えば、メデ
ィアの提示前に）、またはミッドロール(mid-roll)で（メディアの提示中に）、またはポ
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ストロール(post-roll)で（メディアの提示後に）提示されてもよい。他の実施形態とし
て、上記セットは、メディアが提示されるウィンドウに近接したウィンドウ（例えば、バ
ナー）に提示されてもよい。
【００３３】
　処理２００は、システム１００または同様のシステムによって実施されてもよい。加え
て、処理２００において、種々の操作が付け加えられ、削除され、修正され、または順番
が入れ替えられても良い。例えば、メディアプロバイダは、上記セットのためのパラメー
タを特定しなくてもよい。他の実施形態として、メディアプロバイダは、上記セットを制
しえするときに非広告情報コンテンツが選択されるソース（例えば、データベース、デー
タベースのレコード、など）を特定してもよい。加えて、上記セットの提示は、特定の時
間期間の後に停止されてもよい。
【００３４】
　他の実施形態として、コンセプトは、ユーザによるメディアアイテムの提示についての
リクエストを受信する前に識別されなくてもよい。加えて、アイテムのセット（非広告情
報コンテンツ及び／又は広告）は、メディアアイテムの提示についてのリクエストが受信
され、及び／又は識別された後にリクエストされてもよい。アイテムのセットは動的であ
ってもよいので（例えば、セットのアイテムは、提示されるメディア、アイテムが提供さ
れる任意のデータベースの現在のコンテンツ、ユーザ、メディアプロバイダによって提供
されるパラメータ、ユーザインタラクション、及び／又はメディアプロバイダの識別に依
存してもよい）、メディアプロバイダは、メディアがリクエストされるたびに、メディア
に関連した提示のためにアイテムのセットをリクエストしてもよい。加えて、上記セット
（例えば、セットにおけるアイテム、セットのパラメータ、など）は、セットが完全に提
示されてしまう前に変化してもよい（例えば、ユーザインタラクションに基づいて）。
【００３５】
　或る実施形態では、コンセプトの判定は、メディアの分析を含む（例えば、コンセプト
の判定で使用されるべき情報を自動的に抽出するために）。上記メディアは、メディアプ
ロバイダが、メディアについての非広告情報コンテンツのセットを初期にリクエストする
ときに分析されてもよく、定期的に更新され、または、ユーザがメディアの提示をリクエ
ストしたときに分析されてもよい。例えば、メディアプロバイダシステムは、メディアを
分析し、この分析に基づいてコンセプトを判定し、そして、メディアプロバイダによって
提供されるメディアについてのコンテンツプロバイダにコンセプトを提供してもよい。他
の実施形態として、コンテンツプロバイダは、メディアを分析し、この分析に基づいてコ
ンセプトを判定し、そして、コンセプトに基づいて非広告情報コンテンツを識別してもよ
い。メディアの分析は、ＲＳＳフィードのようなウェブフィードからのコンセプト、メタ
データ、または隠れたコード（例えば、メディアが提示されているユーザからの）を識別
することを含むことができる。ウェブフィードリーダまたはアグリゲータ(aggregator)は
、ウェブフィードを分析し、メディアに関連したウェブフィードにおけるコンセプトを判
定するために使用されてもよい。加えて、メディアの分析は、メディアに関連したコンセ
プトを判定するために、メディアにおける画像、テキスト、音、及び／又はそれらの組み
合わせを分析することを含むことができる。例えば、コンセプトを判定するためにメディ
アを分析することは、例えば、音声－テキスト分析（例えば、音をテキストに変換するた
めに、ビデオに関連した波形ファイル、ＭＰ３ファイル、または音ファイルを分析するこ
と）を含む。
【００３６】
　図３Ａおよび３Ｂは、メディアに関連した情報を提示するための処理３００の例を示す
。亜非広告情報コンテンツおよび広告のような、アイテムのセットの提示についてのリク
エストが受信されてもよい（操作３０５）。例えば、ウェブホスティングシステムまたは
メディアプロバイダに接続されたウェブサイトからのメディアをユーザがリクエストする
場合、ウェブホスティングシステム及び／又はメディアプロバイダはアイテムのセットを
リクエストしてもよい。メディアプロバイダは、関連するニュースストーリ、事実、また
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は画像を通じて、及び／又はユーザのポーリング(poll)を通じて、ユーザの関心を把握し
保持するためにアイテムのセットの提示を捜し出してもよい。例えば、メディアプロバイ
ダは、著名人のビデオクリップを含んでもよく、ユーザの関心を保持するために、メディ
アプロバイダは、選択されたビデオクリップ、ビデオにおける著名人に関するニュースス
トーリ、ビデオにおける著名人または製品に関するタブロイドまたは事実に関連して提示
することを捜し出し、及び／又は、関連したトピックに関してユーザを調査(survey)して
もよい（例えば、ビデオの著名人はこのことについて刑務所に入るべきだと考えますか？
）。また、アイテムのセットは、ビデオの関連した広告を含んでもよく、それは、メディ
アプロバイダの収益性を増加させる。しかしながら、広告は、非広告情報コンテンツのよ
うな他のアイテムとシリーズで提示されるので、ユーザは、広告が提示されているときで
も、アイテムのセットに注意を払うことを継続してもよい。
【００３７】
　ユーザに対する提示のためのメディアが識別される（操作３１０）。例えば、コンテン
ツプロバイダシステムは、ユーザに提示されるべきメディアの識別を受信してもよい。メ
ディアプロバイダシステムは、メディアの識別を備えたコンテンツプロバイダにメッセー
ジ（例えば、ＸＭＬメッセージ）を送信してもよい。他の実施形態として、メディアプロ
バイダは、メディアと共に提示されるべきセットについてのコンテンツプロバイダへのリ
クエスト（例えば、ＸＭＬメッセージ）を送信してもよく、コンテンツプロバイダそのリ
クエストを分析して、メディアプロバイダ、メディアプロバイダ及び／又はセットについ
てのパラメータ、上記リクエストに基づいてユーザに提示されるべきメディアを識別して
もよい。コンテンツプロバイダシステムは、メディアの識別を受信してもよい。或る実施
形態では、コンテンツプロバイダは、メディアを識別するために、選択されたメディアを
分析してもよい。例えば、メディアに関連したメタデータまたは他の情報（例えば、メデ
ィアのタイトル、メディアのコンテンツ、ウェブフィード、隠されたスクリプト、など）
が分析されて、メディアが上記分析から識別されてもよい。
【００３８】
　上記識別されたメディアに関連する１または２以上のコンセプトが判定される（操作３
１５）。メディアに関連したコンセプトの識別は、メディア、またはメディアと関連した
情報（例えば、ウェブフィード、メタデータ、など）を分析すること、および分析からコ
ンセプトを自動的に識別することを含んでもよい。識別子のようなコンセプトは、メディ
アを記述するものであってもよい。例えば、もしテキストがメディアに現れれば、識別子
は、そのテキストの１または２以上の部分を含んでもよい。他の実施形態として、識別子
は、メディアにおける会話まはは動作を記述し関連していてもよい。
【００３９】
　識別されたメディアは、コンセプトを判定するために分析されてもよい（操作３１６）
。メディアの音声、画像、テキスト、及び／又は他の部分が分析されてもよい（操作３１
７）。例えば、音声－テキスト分析ツール、チャラクタ及び／又は画像認識ツール、及び
／又はシーン分析ツールが利用されてもよい。メディアに関連したＲＳＳフィード及び／
又は他の情報が分析されてもよい（操作３１８）。コンセプトは、メディアプロバイダか
ら受信されてもよい（操作３１９）。例えば、メディアプロバイダは、メディアに関連し
て提示されるアイテムのセットを制御するためにメディアに関連するコンセプトのリスト
をカスタマイズしてもよい。メディアプロバイダは、また、このメディアプロバイダによ
って提供されるメディアに関連したコンセプトのデータベースに対するアクセスを送信し
、または提供してもよい。
【００４０】
　或る実施形態では、コンセプトは、例えばメディアにおけるワードの出現の頻度に基づ
く種々のメディア分析技術に基づいて判定されてもよい。例えば、公知のＴＦ－ＩＤＦ(t
erm frequency - inverse document frequency)がテキストにおける用語について計算さ
れてもよく、ネームとコンセプトが、最も高いＴＦ－ＩＤＦを有する用語として選択され
てもよい。同様に、コンセプトに関連した用度は、同様の技術を用いて識別されてもよい
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。例えば、例えば、自動音声及び／又は画像認識を用いてアイテムが、分析されてもよく
、そして、どの用語が最高のＴＦ－ＩＤＦを有し、したがって用語におけるどの用語がコ
ンセプトに類似しているかを識別するために、ＴＦ－ＩＤＦが計算されてもよい。
【００４１】
　コンセプトに対応する非広告情報コンテンツのアイテムが識別されてもよい（操作３２
０）。例えば、コンセプトと類似し、または関連する非広告情報コンテンツが識別されて
もよい。もし、コンセプトがペプシ(Pepsi) であったとすれば、最近の企業ニュース、最
近の製品レビュー、及び／又は株価(stock price) のようなニュース情報が識別されても
よい。もし、コンセプトが著名人の名前であったとすれば、その著名人の画像、その著名
人に関するニュース、及び／又はその著名人に関するポーリング(poll)が識別されてもよ
い。他の実施形態として、非広告情報コンテンツの識別は、識別されたメディアに（例え
ばコンセプトに基づき）関連するメディアプロバイダによって特定されるデータベースま
たはメディアプロバイダから利用可能な他のメディアを識別することを含んでもよい。
【００４２】
　或る実施形態では、コンセプトに関連する非広告情報コンテンツのアイテムの分析は、
ワードに概念的に関連するクラスタ(clusters)を用いて、アイテムにおけるテキスト（例
えば、字幕付のビデオ、サブタイトル付のビデオ、タイトル、ドキュメント、など）を特
徴づけることを含んでもよい。コンセプトはテキストの識別子であってもよいので、識別
子のバリエーション(variations)が関連していてもよく、したがって、このバリエーショ
ンが、コンセプトに関連したアイテムの識別子を改善するために使用されてもよい。例え
ば、もし、メディアについてのコンセプトが“ベーキング(baking)”であれば、ベーキン
グに関連したアイテムを識別することよりも、むしろ、コンテンツプロバイダシステムは
、ベーカリー(bakery)、ベークする(bake)、ベークされた(baked)などに関するワードに
関連するアイテムを識別してもよい。コンテンツプロバイダシステムは、ユーザに提示さ
れるべきメディアのコンセプトに関する概念的な関連ワードの候補クラスタを選択するこ
とにより、バリエーションを識別してもよい。モデル（例えば、概念的な関連ワードのク
ラスタとワードについての無作為のバリエーションを表すノードを含む確率的モデル(pro
babilistic model)）は、候補クラスタを選択するためにコンテンツプロバイダによって
使用されてもよく、そして、セット候補クラスタ（例えば、コンセプトに対する候補クラ
スタにおけるアイテムの関連度がベクターに含まれるような、ベクターにおけるもの）が
利用されてもよい。アイテムにおけるテキストに基づいてコンセプトに関するアイテムを
識別する処理を説明したが、テキストを含むメディアについてのコンセプトを判定するた
めに、同様の技術が使用されてもよい。
【００４３】
　加えて、アイテムにおけるテキストは、モデルを用いてコンセプトに関連するアイテム
を識別するために分析されてもよい。例えば、上記モデルは、概念的な関連ワードのクラ
スタを表すクラスタノードとワードについて無作為な変数(random variables)を表すター
ミナルノードを含むテキストのドキュメントのための生成的モデル(generative model)で
あってもよく、それは、上記の処置と同様の処理を用いて識別されてもよい。上記モデル
は、このモデルを改善するために設計されたドキュメントまたはアイテムを用いて改良さ
れてもよい。同様の技術が、ユーザに提示されるべきメディアについてコンセプトを判定
するために適用されてもよい。
【００４４】
　或る実施形態では、コンセプトに関連したアイテムは、音声－テキスト分析ツールを用
いて識別されてもよい。例えば、音認識ツールは、アイテムのワードを識別するために、
ビデオまたは他の音タイトルのようなアイテムに適用されてもよい（例えば、ビデオファ
イルのオーディオトラックにおける音声は、自動的に認識されてテキストに変換されても
よい）。自動音声認識技術の例は、ニューラルネットワークおよび動的プログラミングに
関するマーコフモデル(Markov models)に基づく技術を含む。
【００４５】
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　セットのための広告のアイテムが識別されてもよい（操作３２５）。広告は、メディア
プロバイダにより提供されるパラメータに基づいて識別されてもよい（例えば、メディア
プロバイダは、スポンサ広告、クッキングビデオクリップ上の食物及び／又はのような広
告のコンテンツ、及び／又は年齢相応であること(age appropriateness)を選択してもよ
い）。広告は、メディアに関連したコンセプトに基づいて識別されてもよい。セットが生
成されてもよい（操作３３０）。セットの生成は、セットの包含(inclusion)のためのア
イテムを識別すること、セットの提示のためのパラメータを識別すること、及び／又は、
識別されたアイテムまたは識別されたアイテムへのリンク（例えば、ファイルパス、ＵＲ
Ｌ、など）を含む情報のパケットを生成することを含んでもよい。セットは、非広告情報
コンテンツおよび識別された広告の一部または全部を含んでもよい。例えば、コンテンツ
プロバイダ及び／又はメディアプロバイダは、セットにおけるアイテムの最大数または際
少数を特定してもよい。セットは、アイテムが連続的(serially)に提示される循環セット
(a rotational set)であってもよい。セットにおけるアイテムは、特定の順番（例えば、
メディアプロバイダまたはコンテンツプロバイダによって提供されたセットのパラメータ
）または不規則に表示されてもよい。幾つかのアイテムが同時(concurrently)に提示され
てもよい。例えば、１つよりも多い（例えば３つの）テキスト広告及び／又はテキスト非
広告情報コンテンツが同時に表示されてもよい。ショートテキスト広告（例えば、１－３
の文）及び／又はショート非広告情報コンテンツ（例えば、１－３の文）が、アイテムの
セットについての提示ウィンドウの効率的な使用を最大化するように同時に表示されても
よい。
【００４６】
　識別されたメディアがユーザに提示されてもよい（操作３３５）。例えば、識別された
メディアは、ウェブホスティングシステムまたはメディアプロバイダによって生成または
読み取られ、そして、ユーザコンピュータ（例えばラップトップ、スマートフォン）上に
提示されるために送信される。識別されたメディアは、ウィンドウ（例えば、ウィンドウ
ズ（登録商標）メディアプレイヤウィンドウ）内に提示されてもよい。
【００４７】
　メディア中の特定のポイントが判定されてもよく、セットの少なくとも一部が上記特定
のポイントで提示される（操作３４０）。或る実施形態では、メディアは、アイテムのセ
ットまたはアイテムのセットの一部が提示されるべき時期を判定するために分析されても
よい。例えば、テレビショーのオンラインビデオにおいて、シーン(sene)分析ツールは、
アイテムのセットの少なくとも一部が提示されるべきシーンにおけるブレーク(break)（
例えば、本来、コマーシャルが放送されるところ）を識別してもよい。メディアプロバイ
ダは、追加的に、または代替的に、アイテムのセットの少なくとも一部が提示されるべき
ときを示すメディアにおける特定のポイントを提供してもよい。例えばｍアイテムのセッ
トの少なくともいつ部は、プリロール(pre-roll)またはポストロール(post-roll)で提示
されてもよい。
【００４８】
　或る実施形態では、ユーザに提示されるべきメディアは、アイテムがユーザに提示され
るべきポイントを識別するために解析(parse)されてもよい。例えば、メディアは、公知
の技術を用いてクロール(crawl)されてもよい。メディアは、自動音声、テキスト、及び
／又は画像認識分析を用いて分析されてもよい。音声認識は、音声における特定のライン
まあは用語が現れるビデオにおける時間位置の認識を可能としてもよい。ビデオまたはオ
ーディオファイルからのテキストは、音声認識ツールを補完してもよい。
【００４９】
　オブジェクト認識技術の例は、概観ベース(appearance based)のオブジェクト認識と、
ローカルな特徴に基づくオブジェクト認識を含む。自動オブジェクト認識は、ビデオファ
イルの視覚コンテンツ(visual content)におけるオブジェクトを認識することと、上記認
識されたオブジェクトが出現するビデオファイルにおける時間位置を認識することを含む
。例えば、ビデオの各フレームまたはフレームのサンプルは、概観ベースのオブジェクト
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認識またはローカルな特徴を用いたオブジェクト認識を用いてオブジェクトを認識し識別
するために分析されることができる。オブジェクトは、顔、自動車、およびオブジェクト
データベースに適合したオブジェクトを含むことができる。
【００５０】
　メディアファイルポイントにおける上記判定された時間位置から、アイテムがユーザに
提示されるべきポイントが特定される。例えば、非広告情報コンテンツ及び／又は広告の
ようなアイテムのセットが、１または２以上の説明した技術を用いて提示されるｂえきメ
ディアにおけるコンセプトと関連するように識別されてもよい。そして、セットのパラメ
ータは、例えば、セットの少なくとも一部が提示される特定のポイント、例えばビデオの
時間位置を含んでもよい。或る実施形態では、基準(criteria)は、ビデオの特定のポイン
ト提示されるべきビデオの一部がどのように選択されるかを識別するパラメータにおいて
特定されてもよい。例えば、上記一部は、アイテムのセットの提示前に、提示の次に、ま
たは提示中に、メディアの一部において識別されるコンセプトに基づいて選択されてもよ
い。異なる多くの基準は、単一のメディアファイルのための特定されてもよく、このよう
なセットの別の他の一部、またはアイテムの異なるセットは、メディアの提示の異なる特
定のポイントで提示されてもよい。
【００５１】
　セットは、識別されたメディアの提示と関連してユーザに提示されてもよい（操作３４
５）。識別されたメディアを提示することは、例えば、セットにおけるアイテムを読み取
り、セットに関連したパラメータに従ってアイテムを送信することを含む。アイテムのセ
ットは、ウィンドウ、例えば、メディアが提示されるウィンドウに近接したウィンドウに
提示されてもよい。或る実施形態では、コンテンツプロバイダは、透過的(transparent)
または半透過的(translucent)部分である第１の部分と、アイテムのセットを提示するた
めの第２の部分を有するウィンドウを提供してもよい。メディアプロバイダは、ウィンド
ウのサイズおよび位置、例えば、メディアプレイヤ上の第１の部分（例えば、メディアの
定時がセットの提示のためのウィンドウによって阻害されないように）の位置と、メディ
アが提示されるウィンドウの上部(top)または底部(bottom)の第２の部分（例えば、バナ
ー）の位置を調整してもよい。
【００５２】
　図４－７は、メディアのセットのアイテムの提示の一例を示す。図４に示されるように
、提示４００は、非広告情報コンテンツ及び広告のセットのアイテムを提示するためのウ
ィンドウ４２０およびメディア４１０の提示を含む。ウィンドウ４２０は、ヘッダ(heade
r)４２２と記述(description)４２４を含むテキスト広告を提示する。或る実施形態では
、広告は、広告のデータベース（例えば、コンテンツプロバイダまたはリモートシステム
のメモリ）から読み取られてもよい。テキスト広告が３行のテキストであれば、テキスト
追加は２行に連結されてもよい。例えば、第１行は、広告と関連するアドレス４２６とヘ
ッダ４２２を含み、そして第２行は記述４２６であり、連結された第２および第３行から
形成する。
【００５３】
　ウィンドウ４２０は、ユーザがアイテムのセットの提示を制御することを可能とするボ
タン４３０を含んでもよい。許容される制御の量は、メディアプロバイダ及び／又はコン
テンツプロバイダによって（例えば、セットのパラメータとして）特定されてもよい。例
えば、再生(playing)および休止(pausing)は可能とされるが、ウィンドウのクローズは禁
止されてもよい（例えば、ボタンがユーザに提供されず、またはユーザがそれを選択する
ことができることを知らせるために別に提示される）。他の例として、セットにおけるア
イテムの提示の再生、巻き戻し、早送り、スキップ、休止、及び／又は停止を行い、及び
／又は、ウィンドウを最小化し、及び／又は、ウィンドウをクローズするボタンを備えて
もよい。或る実施形態では、ウィンドウ４２０は、特定の時間期間の後、セットを通じた
特定回数の循環の後、及び／又は、ユーザ非活動の特定期間（例えば、ユーザがアイテム
を選択せず、マウスカーソルをアイテムの上に重ねる(hover)などの期間）の後に、最小
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化し、クローズしてもよい。
【００５４】
　図５は、メディア及びセットのアイテムの一提示例である提示５００を示す。提示５０
０において、メディア５１０が提示され、セットのアイテムを提示するためのウィンドウ
５２０が最小化されている。ウィンドウ５２０が最小されると、アイテムの部分５３０，
５４０が提示される。ウィンドウ５２０は、また、このウィンドウをクローズするための
ボタン５５０を備える。
【００５５】
　図６は、メディア及びセットのアイテムの一提示例である提示６００を示す。この提示
では、メディア６１０が提示され、セットのアイテムの提示のためのウィンドウ５２０が
クローズされている。図示されているように、ボタン６２０は、メディア６１０の提示に
近接して出現してもよく、それはウィンドウを最小化する。
【００５６】
　図７は、メディア及びセットのアイテムの他の提示例である提示７００を示す。提示７
００において、メディア７１０が休止(paused)され、そして、セットのアイテム７２０の
提示のためのウィンドウがメディア上に配置されている（例えば、ウィンドウのプレロー
ル、ポストロール、最小化など）。図７に示されるように、３つのテキスト広告７２０が
ウィンドウに提示されている。このウィンドウは、提示されているアイテムのタイプ（例
えば、“広告”、“コンテンツ”）のインデシア７３０を含む。また、図４－７は、ウィ
ンドウに提示されたアイテムとして広告をしめしているが、非広告情報コンテンツまたは
広告および非広告情報コンテンツは、（例えば、同時に、または、連続して）ウィンドウ
に提示されてもよい。
【００５７】
　或る実施形態では、メディアウィンドウから分離したウィンドウにアイテムのセットを
提示するようりは、むしろ、提示されるべきメディア、および提示されるべきアイテムの
セットを含むメディアストリームが生成されてもよい。ウェブホスティングシステム及び
／又はメディアプロバイダは、アイテムのセットとメディアの両方を単一のメディアスト
リームで生成してもよい。メディアストリームは、提示されるべきメディア及び／又は提
示されるべきアイテムのセットの連結バージョンであってもよい。
【００５８】
　セットにおけるアイテムは、データベースから読み取られても良い（操作３４６）。例
えば、データベースは、コンテンツプロバイダデータベースの一部であってもよく、各ア
イテムはメディアと関連して提示されるので、アイテムはデータベースから読み取られる
。セットにおける各アイテムは、連続して提示されてもよい（操作３４７）。提示される
アイテムのタイプ（例えば、広告または非広告情報コンテンツ）に基づくインデシアが提
示されてもよい（操作３４８）。例えば、インデシアは、アイテムが提示されるウィンド
ウ上の“広告”または“スポンサコンテンツ”を含む、テキストのインデシアを含んでも
よい。加えて、インデシアは、色が付されてもよい。例えば、アイテムにおけるテキスト
、またはウィンドウ自体が、提示されるアイテムのタイプに基づいて異なる色で提示され
てもよい。非広告情報コンテンツは、青またはピンクのウィンドウに提示されてもよい。
インデシアを使用することは、非広告情報コンテンツが広告と区別されるので、ユーザの
注目(attention)の保持を促進し、それは、ユーザにはさほど刺激的ではなく、または重
要ではないように見える。
【００５９】
　一旦セットにおけるアイテムがユーザに提示されていまうと、このセットが再び提示さ
れるべきかどうかの判定がなされてもよい（操作３４９）。この判定は、少なくとも部分
的に、セットのパラメータ（例えば、セットがユーザに提示されるべき回数を特定する）
に基づいて行われる。もし、セットが再び提示されるべきでなければ、そのセットの提示
は中止(cease)される（操作３５０）。例えば、セットが提示されるウィンドウはクロー
ズされ、または最小化されてもよい。他の例として、ウィンドウはブランク(blank)であ
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ってもよい。もし、セットが提示されるべきであれば、そのセットは、メディアの提示と
関連してユーザに提示されてもよい（操作３４５）。
【００６０】
　提示されるセットとのユーザインタラクションが判定されてもよい（操作３５５）。例
えば、アイテム上にマウスを重ね(hover)、アイテム上にカーソルを重ね、またはアイテ
ム上でマウスを停止させ、アイテムの選択、ウィンドウの最小化または最大化、アイテム
のスキップ、及び／又はアイテムの早送りがモニタされてもよい。加えて、インタラクシ
ョンの前の提示の時間量がモニタされてもよい（例えば、ユーザがスキップボタンを選択
した前の時間量）。モニタされたユーザのインタラクションは、メディアプロバイダ、コ
ンテンツプロバイダ、及び／又は広告へのフィードバックを提供するために使用されても
よい。モニタされたユーザインタラクションは、また、セットの提示を休止するかどうか
、及び／又はアイテムのセットを修正するかどうかを判定するために使用されても良い。
例えば、ユーザ非活動の特定の時間期間またはレベルが発生すれば、セットの提示が休止
され、中断されてもよい。
【００６１】
　判定は、アイテムのセットがユーザインタラクションに基づいてモニタされるべきかど
うかについてなされてもよい。ユーザインタラクションが特定のレベルを下回れば（例え
ば、特定の時間期間の間、インタラクションがないか、または最小のインタラクション）
、及び／又は、特定のユーザインタラクション（例えば、スキップ、クローズ、再生、巻
き戻し、など）が検出された場合、アイテムのセットは修正されてもよい。加えて、例え
ば、ユーザインタラクションがモニタされ、スキップボタンを選択する前にユーザが各ア
イテムを３秒間だけ閲覧することを示す場合、提示時間のようなパラメータが修正されて
もよい。更に、ユーザインタラクションのモニタからのデータは、統合(aggregate)され
、及び／又は、セットは、統合されたデータに基づいて修正されてもよい。例えば、もし
或る非広告情報コンテンツアイテムが多数のユーザによってスキップされていれば、それ
は、将来のアイテムのセットには含まれなくてもよい。加えて、提示時間及び／又は順番
は、統合されたデータに基づいて修正されてもよい。
【００６２】
　もしセットが修正されるべきであれば、このセットは、ユーザインタラクションに基づ
いて修正されてもよい（操作３６５）。セットの修正は、パラメータ（例えば、各アイテ
ムの提示時間、順番、アセットにおけるアイテムの数、など）の修正、及び／又はセット
自体の修正を含んでもよい。例えば、アイテムは、ユーザインタラクションのレベルが特
定のレベルを下回った場合に削除されてもよい。他の例として、アイテムが巻き戻され、
そして再生され、または電子メールが送信され、または、他にインスタントメッセージが
送信される場合、同様のアイテム（例えば、同じコンセプト、同じ広告主、関連ビデオ、
など）がセットに追加されてもよい。加えて、もしユーザがプリロール中にアイテムをス
キップすれば、そのセットの順番が変えられてもよく、同じアイテムがポストロール提示
の期間中に再提示されてもよい。
【００６３】
　もし、セットが修正されるべきではなく、またはセットが修正されてしまった後には、
セットにおけるアイテムの選択がユーザから受信されてもよい（操作３７０）。例えば、
ユーザは、アイテムに提示されるウェブアドレスをクリックしてもよい。他の例として、
ユーザは、ユーザに提示されるポーリング(poll)を回答してもよい。
【００６４】
　メディアの提示は、例えば、プリロールまたはミッドロール中に、またはユーザがセッ
トにおけるアイテムを選択するときに、休止され、あるいはインタラプトされてもよい。
ウェブページがアイテムの選択に基づいて読み取られてもよい（操作３８０）。選択され
たアイテムに関連する第２のウィンドウがユーザに提示されてもよい。第２のウィンドウ
は、ポップアップウィンドウであってもよく、または、メディアが提示されるウィンドウ
上に重ね合わせ(superimpose)してもよい（例えば、第２のウィンドウにおける情報が提
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示されている間、メディアは休止されてもよい）。
【００６５】
　処理３００がシステム１１０または同様のシステムによって実施されてもよい。加えて
、処理３００において、種々の操作が追加され、削除され、修正され、または順番が入れ
替えられてもよい。例えば、ウェブページが選択に基づいて読み取られてもよく、広告（
例えばフルページの広告）が読み取られてもよい。加えて、セットにおけるアイテムの選
択に基づいて読み取られたウェブページは、メディアから分離した別個のウィンドウに提
示されてもよい。他の例として、修正が受信され、メディアの提示が完了するまで、及び
／又は、ユーザが提示されるべき別のメディアを選択するまで、セットが、このセットを
通じて継続して循環してもよい。
【００６６】
　加えて、或る実施形態では、提示されるべきメディアに関連したインスタントメッセー
ジ及び／又はメッセージボード(messaging boards)は、このメディアに関連したコンセプ
トを識別するために分析されてもよい。例えば、インスタントメッセージおよｂいメッセ
ージボードにおけるテキスト、音、画像、及び／又はそれらの組み合わせが、このコンセ
プトを識別するために分析されてもよい。そして、非広告情報コンテンツのようなアイテ
ムおよびオプションの広告は、メッセージボード及び／又はインスタントメッセージから
のコンセプトに関連するものとして識別されてもよい。そして、識別されたコンセプトは
メディアにおける特定のポイントで提示されてもよい。
【００６７】
　ユーザは人(human)として記述されているが、ユーザは、個人(person)、人のグループ(
a group of people)、１または２以上のコンピュータ及び／又はコンピュータシステムと
やインタラクションを取る単数の個人または複数の個人であってもよい。ユーザコンピュ
ータは、１または２以上のコンピュータ及び／又はコンピュータシステムを記述してもよ
い。
【００６８】
　本明細書で述べたシステムおよび技術の種々の実施は、デジタル電子回路、集積回路、
特別に設計されたＡＳＩＣ(application specific integrated circuits)、コンピュータ
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及び／又はそれらの組み合わせで実現さ
れることができる。これらの種々の実施は、少なくとも一つのプログラマブルプロセッサ
を含むプログラマブルシステム上で実行可能及び／又は解釈可能(interpretable)な１ま
たは２以上のコンピュータプログラムでの実施を含むことができ、それは、専用または汎
用のものであってもよく、記憶システム、少なくとも一つの入力装置、および少なくとも
一つの出力装置からデータ及び命令を受信すると共に、それらにデータ及び命令を送信す
るように結合されてもよい。
【００６９】
　これらのコンピュータプログラム（または、プログラム、ソフトウェア、ソフトウェア
アプリケーション、またはコードとして知られる）は、プログラマブルプロセッサのため
のマシン命令を含み、高度手順及び／又はオブジェクト指向のプログラミング言語、また
はアセンブリ／マシン言語で実施されることができる。本明細書で使用されているように
、“マシン読み取り可能”は、マシン読み取り可能な信号としてマシン命令を受け取るマ
シン読み取り可能な記録媒体を含み、プログラマブルプロセッサにマシン命令及び／又は
データを提供するために使用される、任意のコンピュータプロダクト、装置及び／又はデ
バイス（例えば、マシンディスク、光ディスク、メモリ、ＰＬＤ(Programmable Logic De
vices)を指す。用語“マシン読み取り可能な信号”は、プログラマブルプロセッサにマシ
ン命令及び／又はデータを提供するために使用される任意の信号を指す。
【００７０】
　ユーザにインタラクションを提供するために、本明細書で述べたシステムおよび技術は
、ユーザに情報を表示するための表示装置（例えば、ＣＲＴ(cathode ray tube)モニタま
たはＬＣＤ(liquid crystal display)モニタ）と、ユーザが入力をコンピュータに与える
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ことを可能とするキーボード及びポインティングデバイス（例えば、マウスまたはトラッ
クボール）を備えたコンピュータ（例えば、ホストまたは外部ホスト）上で実施されるこ
とができる。他の種類のデバイスが、同様にユーザとのインタラクションを提供するため
に使用されることができ、例えば、出力装置によってユーザに提供されるフィードバック
は任意の形式の知覚フィードバック（例えば、視覚的フィードバック、聴覚フィードバッ
ク、または触覚フィードバック）であることができ、そして、ユーザからの入力は、音響
、音声、または触覚入力を含む任意の形式で受信されることができる。
【００７１】
　本明細書で述べたシステム及び技術は、バックエンドコンピュータを含むコンピュータ
システム、またはミドルウェアコンポーネント（例えば、アプリケーションサーバ）を含
むコンピュータシステム、またはフロントエンドコンポーネント（例えば、ユーザが本明
細書で述べたシステム及び技術の実施とインタラクションを取ることができるグラフィカ
ルユーザインターフェイスまたはウェブブラウザを備えたクライアントコンピュータ）を
含むコンピュータシステム、またはこのようなバックエンド、ミドルウェア、またはフロ
ントエンドコンポーネントの任意の組み合わせで実施されることができる。本システムの
コンポーネントは、任意の形式の通信媒体またはデジタルデータ通信媒体（例えば通信ネ
ットワーク）によって相互接続されることができる。通信ネットワークの例は、ローカル
エリアネットワーク（“ＬＡＮ”）、ワイドエリアネットワーク（“ＷＡＮ”）、および
インターネットを含む。
【００７２】
　コンピュータシステムは、クライアントおよびサーバを含む。クライアントおよびサー
バは、通常、相互に離れており、典型的には、通信ネットワークを通じてインタラクショ
ンをとる。クライアントとサーバとの関係は、各コンピュータ上で稼動すると共に相互に
クライアント－サーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【００７３】
　加えて、本システムは、必要に応じてメディアおよびデータへのアクセスを制限する種
々のセキュリティ技術を含んでもよい。例えば、ユーザは、メディア及び／又はデータへ
のアクセスを受け取るためにユーザ情報（例えば、ユーザネーム、パスワード、生体デー
タ、及び／又はそれらの組み合わせ）を提供する必要があってもよい。種々の他のセキュ
リティ技術（例えば、クッキー、秘密鍵基盤、公開鍵基盤、など）は、政府及び／又は工
業規格及び／又は標準に適合するために（例えば、未成年者を保護し、アルコール及びタ
バコ広告を規制するため）、本システムにおいて実施されてもよい。
【００７４】
　多くの実施が説明された。にもかかわらず、本発明の精神および範囲から逸脱すること
なく、種々の変形がなされ得ることが理解されるであろう。従って、他の実施は、この出
願の範囲内である。
【００７５】
　また、実施は、説明した特定のシステムまたは処理に限定されうものではなく、もちろ
んのことながら、変形してもよいことが理解されるべきである。また、本明細書で使用さ
れた用語は、特定の実施を説明することのみを目的としたものであり、限定することを意
図したものではない。本明細書で用いられたように、単数の形式“一つの（ａ）”、“一
つの（ａｎ）”、“その（ｔｈｅ）”は、その内容が明らかに他のものを示していない限
り、複数の記載を含む。従って、例えば、“一つのアイテム”は、２以上のアイテムを含
み、“非広告情報コンテンツのアイテム”なる記載は、二つ以上または異なるタイプの非
広告情報コンテンツのアイテムの組み合わせを含む。
【符号の説明】
【００７６】
　１００；システム
　１１０；ユーザコンピュータ
　１２０；ネットワーク
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　１３０；メディアプロバイダシステム
　１５０；コンテンツプロバイダシステム
　１７０；リモートシステム
　１８０；ウェブホスティングシステム
　４００；提示
　４１０；メディア
　４２０；ウィンドウ
　４２２；ヘッダ
　４２４；記述
　４２６；アドレス
　４３０；ボタン

【図２】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月9日(2010.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関連補完コンテンツと共にメディアを提示するためのコンピュータ実施の方法であって
、
　ユーザに対する提示のためのメディアであって非テキストデータを含むメディアの識別
を受信するステップと、
　前記メディアにおける非テキストデータのコンピュータ分析を実施するプロセッサを用
いて、前記識別されたメディアに関する１又は２以上のコンセプトを、前記非テキストデ
ータから識別するステップと、
　前記識別されたコンセプトの１又は２以上に対応するものとして識別される広告コンテ
ンツの１又は２以上のアイテムであってメディアの提示に関連した提示に利用可能な既存
の広告コンテンツの１又は２以上のアイテムを、前記識別されたメディアとは独立に生成
された既存の広告コンテンツのセットから識別するステップと、
　前記識別されたメディアを前記ユーザに提示するステップと、
　単一ユーザインターフェイス上に、前記識別されたメディアに関連して前記ユーザに広
告コンテンツのアイテムの少なくとも一つを提示するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
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　前記コンセプトの１又は２以上は、対応する識別子を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記非テキストデータのコンピュータ実施の分析は、前記コンセプトの１又は２以上の
判定において使用される情報を自動的に抽出するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記非テキストデータは画像データを含み、前記非テキストデータを分析するステップ
は、前記識別されたメディアにおける画像の分析を実施するステップを含む請求項１記載
の方法。
【請求項５】
　前記識別されたメディアのメディアプロバイダから、前記識別されたメディアに関する
コンセプトのうちの１又は２以上の識別を受信するステップを更に含む請求項１記載の方
法。
【請求項６】
　前記識別されたコンセプトの１又は２以上に対応するものとして識別される非広告コン
テンツの１又は２以上のアイテムであって前記メディアの提示に関連した提示に利用可能
な既存の非広告情報コンテンツの１又は２以上のアイテムを、前記識別されたメディアと
は独立に生成された既存の非広告コンテンツのセットから識別するステップを更に含み、
　前記非広告情報コンテンツのアイテムの１又は２以上は、ニュース、画像、または前記
識別されたメディアのメディアプロバイダからの第２のメディアのうちの少なくとも一つ
を含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記広告コンテンツの１又は２以上のアイテムを識別するステップは、前記既存の広告
コンテンツのセットをインデックスする特定のデータベースからの前記広告コンテンツの
アイテムのうちの１又は２以上を識別するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記広告コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステップは、ウェブ
ブラウザユーザインターフェイスの第１のウィンドウに前記広告コンテンツのアイテムの
うちの少なくとも一つを提示するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記広告コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステップは、前記ユ
ーザに対する前記識別されたメディアの提示期間中の１又は２以上の特定のポイントで前
記広告コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示する請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　メディアプロバイダによって特定される、前記識別されたメディアの提示期間中のポイ
ントで、前記広告コンテンツのアイテムのうちの少なくとも一つを提示するステップを更
に含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記ウィンドにおける１又は２以上のボタンを用いて、前記ウィンドウにおけるアイテ
ムのうちの少なくとも一つの提示を制御するステップを更に含む請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記ボタンの１又は２以上を用いて前記提示を制御するステップは、前記提示の、再生
、巻き戻し、早送り、休止、クローズ、最小化のうちの少なくとも一つを含む請求項１１
記載の方法。
【請求項１３】
　ユーザ非活動の特定期間後に前記ウィンドウを最小化するステップを更に含む請求項８
記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザから前記広告コンテンツの前記提示されるアイテムのうちの少なくとも一つ
の選択を受信するステップと、前記選択された広告コンテンツに関連した第２のウィンド
ウを提示するステップとを更に含む請求項８記載の方法。
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【請求項１５】
　特定の時間期間が経過した後に、前記少なくとも一つのアイテムの提示を休止するステ
ップを更に含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　提示されるメディアに関する情報を提示するための命令を格納したマシン読み取り可能
な記憶媒体を含むアーティクルであって、前記命令は、データ処理装置に、
　ユーザに対する提示のためのメディアであって非テキストデータを含むメディアの識別
を受信するステップと、
　前記メディアにおける非テキストデータのコンピュータ分析を実施して、前記識別され
たメディアに関する１又は２以上のコンセプトを、前記非テキストデータから識別するス
テップと、
　前記識別されたコンセプトの１又は２以上に対応するものとして識別される広告コンテ
ンツの１又は２以上のアイテムであってメディアの提示に関連した提示に利用可能な既存
の広告コンテンツの１又は２以上のアイテムを、前記識別されたメディアとは独立に生成
された既存の広告コンテンツのセットから識別するステップと、
　前記識別されたメディアと共に提示されるべき情報コンテンツの提示セットであって、
既存の広告コンテンツの前記識別されたアイテムの少なくとも一部を含む情報コンテンツ
の提示セットを生成するステップと
　を含む操作を実行させるアーティクル。
【請求項１７】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、前記識別されたコンセプトの１又は２以上
に対応するものとして識別される非広告コンテンツの１又は２以上のアイテムであって前
記メディアの提示に関連した提示に利用可能な既存の非広告コンテンツの１又は２以上の
アイテムを、前記識別されたメディアとは独立に生成された既存の非広告情報コンテンツ
のセットから識別するステップを含む操作を実行させ、前記提示セットは、前記識別され
た広告及び非広告情報コンテンツの少なくとも一部を含む請求項１６記載のアーティクル
。
【請求項１８】
　前記提示セットは循環セットを含み、前記循環セットの各アイテムは、特定の時間期間
に提示される請求項１７記載のアーティクル。
【請求項１９】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、前記識別されたメディアのメディアプロバ
イダから前記循環セットのためのパラメータを受信するステップを含む操作を実行させる
請求項１８記載のアーティクル。
【請求項２０】
　前記循環セットを提示するためのパラメータは、
　非広告情報コンテンツと共に提示するための第１のインデシアと、広告コンテンツと共
に提示するための第２のインデシアを含む請求項１９記載のアーティクル。
【請求項２１】
　前記命令は、更に、前記データ処理装置に、
　前記提示セットが前記ユーザに提示されるときに、前記提示セットのアイテムのうちの
少なくとも一つとのユーザのインタラクションを判定するステップと、
　前記インタラクションに基づいて前記提示セットの少なくとも一つのパラメータを修正
するステップと
を含む操作を実行させる請求項１８記載のアーティクル。
【請求項２２】
　広告コンテンツを格納するメモリと、
　ユーザへの提示のためのメディアであって非テキストデータを含むメディアの識別を受
信し、前記メディアにおける非テキストデータのコンピュータ分析を実施して、識別され
たメディアに関するコンセプトを、前記非テキストデータから識別し、前記識別されたコ
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ンセプトのうちの１又は２以上に対応するものとして識別される広告コンテンツの１又は
２以上のアイテムであってメディアの提示に関連した提示に利用可能な既存の広告情報コ
ンテンツの１又は２以上のアイテムを、前記識別されたメディアとは独立に生成された既
存の広告コンテンツのセットから識別するように構成された分析モジュールと、
　前記メディアをユーザに提示すると共に、単一ユーザインターフェイス上に、前記識別
されたメディアに関連して前記ユーザに前記広告コンテンツのアイテムのうちの少なくと
も一つを提示する提示モジュールと
　を備えたシステム。
【請求項２３】
　前記分析モジュールは、前記コンセプトの１又は２以上に対応する非広告情報コンテン
ツを識別するように構成され、前記メモリは、更に、前記非広告情報コンテンツを格納す
る請求項２２記載のシステム。
【請求項２４】
　前記分析モジュールは、識別された非広告情報コンテンツの少なくとも一部を含むアイ
テムの循環セットを生成するように構成された請求項２２記載のシステム。
【請求項２５】
　前記分析モジュールは、前記広告コンテンツの前記提示されたアイテムのうちの少なく
とも一つのユーザインタラクションをモニタするように構成された請求項２２記載のシス
テム。
【請求項２６】
　ユーザに対する提示のためのメディアであって非テキストデータを含むメディアの識別
を受信する手段と、
　前記メディアにおける非テキストデータのコンピュータ分析を実施して、前記識別され
たメディアに関する１又は２以上のコンセプトを、前記非テキストデータから識別する手
段と、
　前記識別されたコンセプトの１又は２以上に対応するものとして識別される広告コンテ
ンツの１又は２以上のアイテムであってメディアの提示に関連した提示に利用可能な既存
の広告コンテンツの１又は２以上のアイテムを、前記識別されたメディアとは独立に生成
された既存の広告コンテンツのセットから識別する手段と、
　単一ユーザインターフェイス上での前記識別されたメディアに関連する提示のために前
記アイテムの１又は２以上の提示セットを生成する手段と
　を備えたシステム。
【請求項２７】
　前記識別されたメディアの提示に関連して前記ユーザに前記セットの少なくとも一部を
提示する手段を更に備えた請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ユーザに提示される前記セットの少なくとも一部とのユーザインタラクションをモ
ニタする手段を更に備えた請求項２７記載のシステム。
【手続補正書】
【提出日】平成22年4月1日(2010.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】



(27) JP 2010-529566 A 2010.8.26

【図１】
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